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 各総合振興局（振興局）保健環境部長  

           各地域保健室長 
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ダニ媒介脳炎患者の発生に伴う注意喚起について 

 ダニ媒介脳炎については、平成 22 年６月 16 日付け健全第 1531 号により、道内の一

部地域においてウイルスの流行巣が確認されたこと及び Q＆A について通知している

ところですが、先頃、道内で新たな患者の発生が確認されましたのでお知らせします。   

つきましては、添付の通知文（案）により、ダニ媒介感染症の予防方法等に係る住民

への周知啓発について、貴部（室）管内の市町村に通知いただくとともに、貴部（室）

管内の関係医療機関及び郡市医師会宛て、ダニ媒介脳炎を含むダニ媒介感染症の届出基

準について、改めて周知願います。 

なお、医療機関から、ダニ媒介感染症を疑う症例に係る検査の相談を受けた場合は、

道立衛生研究所等の検査実施機関との調整をしますので、当課宛て連絡願います。 

記 

１ 患者概要 

（１）年齢及び性別 40 代（男性） 

（２）発症経過   平成 28 年７月中旬、道内でダニに咬まれ、発症。 

（３）症状     発熱、筋肉痛、麻痺、意識障害、痙攣、髄膜炎、脳炎 

（４）その他    渡航歴無し。 

 

２ 添付資料 

（１）平成 22 年 6 月 16 日付け健全第 1531 号｢ダニ媒介脳炎に関する情報提供につい 

て｣ 

（２）届出基準（回帰熱、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、ダニ媒介脳炎、日本 

紅斑熱、ライム病） 

 

（参考） 

○ ダニ媒介感染症について（北海道保健福祉部健康安全局地域保健課の HP） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/ticks.htm 

 

○ 感染症法に基づく医師の届出基準について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkak

u-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html 

 

                       感染症・特定疾患グループ 

                     担当：島田 

                     内線：25－519 

 

様 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/ticks.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
OHMJL
タイプライターテキスト
別紙

OHMJL
タイプライターテキスト



地 保 第 １ ８ ４ ７ 号 

平成２８年８月１０日 

 

 

札 幌 市 
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                  北海道保健福祉部健康安全局地域保健課長 

 

 

ダニ媒介脳炎患者の発生に伴う注意喚起について 

 ダニ媒介脳炎について、今般、道内で新たな患者の発生が確認され、各道立保健所宛

て、別添のとおり通知しましたのでお知らせします。   

貴市におかれましても、住民への注意喚起や関係医療機関及び貴市医師会への周知等

について、よろしくお願いします。 
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                     担当：島田 

                     内線：25－519 
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